
特別養護老人ホーム小咲園（ショートステイ）料金表　【負担割合が１割の方】

《個室ご利用の場合》

基本料金
サービス提供
体制強化加算

Ⅰ

夜勤職員
配置加算Ⅲ

介護職員等
処遇改善加算

（Ａ）×14.0％

要支援１ ¥476 ¥23 - ¥70 ¥380 ¥300 ¥1,249

要支援２ ¥592 ¥23 - ¥86 ¥380 ¥300 ¥1,381

要介護１ ¥636 ¥23 ¥16 ¥92 ¥380 ¥300 ¥1,447

要介護２ ¥709 ¥23 ¥16 ¥102 ¥380 ¥300 ¥1,530

要介護３ ¥786 ¥23 ¥16 ¥113 ¥380 ¥300 ¥1,618

要介護４ ¥860 ¥23 ¥16 ¥124 ¥380 ¥300 ¥1,703

要介護５ ¥933 ¥23 ¥16 ¥134 ¥380 ¥300 ¥1,786

要支援１ ¥476 ¥23 - ¥70 ¥480 ¥600 ¥1,649

要支援２ ¥592 ¥23 - ¥86 ¥480 ¥600 ¥1,781

要介護１ ¥636 ¥23 ¥16 ¥92 ¥480 ¥600 ¥1,847

要介護２ ¥709 ¥23 ¥16 ¥102 ¥480 ¥600 ¥1,930

要介護３ ¥786 ¥23 ¥16 ¥113 ¥480 ¥600 ¥2,018

要介護４ ¥860 ¥23 ¥16 ¥124 ¥480 ¥600 ¥2,103

要介護５ ¥933 ¥23 ¥16 ¥134 ¥480 ¥600 ¥2,186

要支援１ ¥476 ¥23 - ¥70 ¥880 ¥1,000 ¥2,449

要支援２ ¥592 ¥23 - ¥86 ¥880 ¥1,000 ¥2,581

要介護１ ¥636 ¥23 ¥16 ¥92 ¥880 ¥1,000 ¥2,647

要介護２ ¥709 ¥23 ¥16 ¥102 ¥880 ¥1,000 ¥2,730

要介護３ ¥786 ¥23 ¥16 ¥113 ¥880 ¥1,000 ¥2,818

要介護４ ¥860 ¥23 ¥16 ¥124 ¥880 ¥1,000 ¥2,903

要介護５ ¥933 ¥23 ¥16 ¥134 ¥880 ¥1,000 ¥2,986

要支援１ ¥476 ¥23 - ¥70 ¥880 ¥1,300 ¥2,749

要支援２ ¥592 ¥23 - ¥86 ¥880 ¥1,300 ¥2,881

要介護１ ¥636 ¥23 ¥16 ¥92 ¥880 ¥1,300 ¥2,947

要介護２ ¥709 ¥23 ¥16 ¥102 ¥880 ¥1,300 ¥3,030

要介護３ ¥786 ¥23 ¥16 ¥113 ¥880 ¥1,300 ¥3,118

要介護４ ¥860 ¥23 ¥16 ¥124 ¥880 ¥1,300 ¥3,203

要介護５ ¥933 ¥23 ¥16 ¥134 ¥880 ¥1,300 ¥3,286

要支援１ ¥476 ¥23 - ¥70 ¥1,231 ¥1,645 ¥3,445

要支援２ ¥592 ¥23 - ¥86 ¥1,231 ¥1,645 ¥3,577

要介護１ ¥636 ¥23 ¥16 ¥92 ¥1,231 ¥1,645 ¥3,643

要介護２ ¥709 ¥23 ¥16 ¥102 ¥1,231 ¥1,645 ¥3,726

要介護３ ¥786 ¥23 ¥16 ¥113 ¥1,231 ¥1,645 ¥3,814

要介護４ ¥860 ¥23 ¥16 ¥124 ¥1,231 ¥1,645 ¥3,899

要介護５ ¥933 ¥23 ¥16 ¥134 ¥1,231 ¥1,645 ¥3,982

 ※ １日あたりの利用料については、食事の回数により異なります。

 ※ 送迎を行う場合には１回（片道）につき184単位＝1,941円（1単位＝10.55円）、自己負担分は１割の194円となります。

 ※ テレビ・冷蔵庫の設置に関してはテレビ設置料、冷蔵庫持込電気料が別途かかります。

 ※ 地域区分が５級地（日立）により１単位＝10.55円で計算しています。

 ※ 端数計算上、誤差が生じることがあります。

◎居住費・食費の負担段階について

　　上記要件に加え、次の要件が追加されます。

　　　①世帯全員が非課税でも、施設入所により世帯がわかれている配偶者（内縁関係を含む）が市民税課税

　　　②預貯金の額が、一定額を超える

　　①、②の要件のいずれかに該当する場合には、軽減の対象となりません。

介護度
1日あたりの利用料

の目安
負担段階 負担段階対象要件

滞在費
【従来型個室】

（日額）

第３段階
①

・世帯全員が市民税非課税
で、公的年金等収入額とその
他の合計所得額の合計が80万
円超120万円以下の方

第４段階
・第１､２､３段階に該当しな
いかた

第１段階

・生活保護を受けているかた
・世帯全員が市民税非課税
で、老齢福祉年金を受けてい
るかた

第２段階

・世帯全員が市民税非課税
で、公的年金等収入額とその
他の合計所得額の合計が80万
円以下の方

第３段階
②

・世帯全員が市民税非課税
で、公的年金等収入額とその
他の合計所得額の合計が120万
円超の方

令和７年１０月現在

食費
（日額）

（Ａ）

介護サービス費（日額）


